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Ⅰ 「女と男」の平等に向けた意識づくり
1 「女と男」が支えあう社会づくりのための啓発・広報活動の推進

Ⅰ-1

問題点及び今後の課題
26年度計画 担当課

重点項目
基本目標

施策の方向
平成25年度事業実施状況及び評価

№ 事業名 内容 評価 取組の実績 実績数値 女性比

　本年は三沢市が主
担となり事業実施を
予定。当市はネット
ワーク市町村会議の
構成団体として支援
などする。

総務課1

男女共同参画社
会推進にかかわ
る学習機会の充
実

　「男女共同参画」を
身近な問題としてとら
えたセミナー、フォー
ラム等を開催し、普及
啓発を図る。

4

　青森県と上十三地域男女共同参
画ネットワークが実施した「男女の
視点を活かした地域防災普及啓発
事業」について支援した。
この事業では講座、避難所体験、
ワークショップを行った。

42人 70% 特になし

総務課

○公募の編集委員４人により、男
女共同参画市民情報誌「ゆっぱる」
を「広報とわだ」の紙面上で発行し
た
◆ゆっぱる第26号・27号として・・広
報とわだ11月号・３月号に各２ペー
ジ
◆特別版として・・広報とわだ６月
号1/2ページ
◆毎戸配布した

3
男女共同参画関
連情報誌の発行

　男女共同参画意識
の浸透を図るため男
女共同参画市民情報
誌を発行する。

4
　編集委員は公募により
最大６人としているが、希
望者が６人に満たない。

　平成25年度と同様
に情報誌発行を行
う。

総務課

　「広報とわだ」と市
ホームページにおい
て、男女共同参画に
関する情報を提供す
る。
　第２次十和田市男
女共同参画社会推進
計画における平成25
年度の取組実績を市
ホームページで公表
する。

　市ホームページにおいて第２次
十和田市男女共同参画社会推進
計画平成24年度進捗状況を掲示
した。

　「広報とわだ」や市
のホームページを通
し、男女共同参画に
関する情報提供を充
実させる。

男女共同参画の
啓発と情報提供

2 4

広報紙
面4.5P

特になし

性差別につ
ながらない
表現の促進

男女の固定
的性別役割
分担意識の
解消

2

1

　広報紙など刊行物の作成にあ
たっては表現に十分注意し行っ
た。
　市ホームページのパトロールを行
い、不適切な表現がある場合は担
当課へ指導・助言を行った。

1
男女共同参画に
係る表現の普及

　公的に発行する各
種情報資料の表現
に、男女共同参画の
視点を取り入れ、固
定的な役割分担を意
識させる表現をしな
いよう、普及啓発を図
る。

3
職員への浸透を感じる
が、一層の普及を図るた
めの方策が課題である。

　普及啓発として、県
が作成している「公的
広報表現ガイドライ
ン」を庁内ＩＰＫで繰り
返し周知し、職員に
活用を促す。

総務課

1



Ⅰ 「女と男」の平等に向けた意識づくり
2 学びの場での「女と男」の平等への意識づくり

Ⅰ-2

26年度計画 担当課
№ 事業名 内容 評価 取組の実績 問題点及び今後の課題実績数値 女性比

基本目標
重点項目

施策の方向
平成25年度事業実施状況及び評価

学校等にお
ける男女共
同参画に関
する教育の
推進

1

3

固定的性別役割
分担意識にとら
われないキャリア
教育の推進

　各校におけるキャリ
ア教育を通して、性
別による固定的な役
割分担意識にとらわ
れない、望ましい勤
労観・職業観を育
む。

4

　各校において、全体計画に基づ
いたキャリア教育が、全教育活動を
通じて実施されている。また、年間
指導計画も整備されてきている。
特に、中学校では、職場体験学習
を通して勤労観・職業観の育成が
図られている。

　作成済みの全体計画及
び年間指導計画を、実践
を踏まえて毎年度見直し
ていく必要がある。

59人中
女性42
人

　児童生徒の望まし
い勤労観・職業観の
形成を支援するよう、
学校訪問等で各校に
指導助言していく。ま
た、教員対象のキャリ
ア教育研修会を実施
する。

異性についての
正しい理解を深
める指導の充実

1

初級リーダー１日研修会２回延べ
26人
初級リーダー宿泊研修会１回24人
中級リーダー宿泊研修会１回９人
計59人のうち女性42人

　初級・中級・上級の
各段階において、次
代を担う青少年の育
成を図る。

4

　教科、道徳、特別活
動等において、男女
の身体のしくみ、命の
尊さ、男女の協力等
の指導を通して、異
性について正しく理
解させるとともに、性
を尊重する意識の向
上を図る。

　各校において、具体的な保健指
導及び保健学習が進められてい
る。
　学校行事や学級活動において
も、男女の協力や互いのよさの発
見等を取り上げた実践が見られ
た。

4

　学校行事や学級活動で
取り上げた男女の協力や
互いのよさ等を、道徳の
時間に補充、深化、統合
することにより、その価値
の自覚をより深めさせた
い。

　学習指導要領の趣
旨に沿った年間指導
計画の整備及び授業
実践について、学校
訪問等で各校に指導
助言していく。

指導課

4
家庭科教育の充
実

　家庭科教育を通し
て、男女や家族が協
力して互いに支え合
い、自分自身も家族
の一員としての自覚
を持ち、生活をよりよ
くしようとする実践的
態度の育成を図る。

4

指導課

子ども会リーダー
研修会

2

　参加者が減少傾向にあ
るため、子ども会加入者
以外の参加も検討した
い。

初級リーダー１日研
修会２回（４月・10月）
初級リーダー宿泊研
修会１回（２月）
中級リーダー宿泊研
修会1回（６月）

スポーツ・
生涯学習課

71.00%

　各校において、年間指導計画に
基づき、家庭生活と家族（小学
校）、家族・家庭と子どもの成長（中
学校）等の指導が行われた。

　より実践的な態度を育成
するために、学んだ知識
や技術を実際の生活に生
かしたり、活用したりする
場を一層大切にしていく
必要がある。

　前年度の反省を生
かした年間指導計画
の見直し及び授業実
践について、学校訪
問等で各校に指導助
言していく。

指導課

2
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実績数値 女性比

市民図書館

26年度計画 担当課
№ 事業名 内容 評価 取組の実績 問題点及び今後の課題

施策の方向
平成25年度事業実施状況及び評価

74冊

家庭教育応援事
業

男女共同参
画に関する
学習の推進

2

　一人一人が親として
の自分を見つめ直
し、自信を持って子
育てや家庭教育が行
えるよう、学習機会の
提供をする。

　高齢者が、健康的
で充実した心豊かな
人生を送るための学
習と交流の場となるこ
とを目的とする。
講話、軽スポーツ、野
外学習などの各講座
に男女共同参画の視
点を取り入れ、意識
の浸透を図る。

3

　男女共同参画に関
する図書の整備・充
実を図り、広く市民に
提供する。

　出版件数も多くはなく、
利用者の関心も少ない。

　男女共同参画に関
する資料を引き続き
収集していく。
　機会があれば、展
示等も考える。

　会員は60歳以上だが会
員の平均年齢が70歳を超
えている。これからは、ま
すます高齢化が進むと思
われることから会の存続が
危惧される。

「よくわかる介護保険」等、今後の
生き生きとした生活を送るための講
座4回、ふるさとを知るための「鉄脚
の旅人　大町桂月」等の講座2回、
軽スポーツのスカットボール2回、
公民館まつり及び野外研修3回な
ど生涯学習として高齢者の交流の
場となっている。
女性23人、男性5人、延べ333人

　開講式、閉講式を
含め年17回計画。講
話では南部地方の方
言と昔語りなどの講
座、野外学習はリサイ
クル施設、南部の史
跡等を巡る。今年度
は料理クラブ員が無
く一時休止となってい
るため会員全員で公
民館まつりに協力す
る。

スポーツ・
生涯学習課
Ⅰ-3-3
と重複

3

東公民館
Ⅰ-3-3
Ⅳ-3-1
と重複

　参観日やPTAの集まりな
ど、保護者の集まる機会
に実施したが、多くの参加
者が得られなかった。
　「父」「母」ではなく、「親」
として参加してもらえるよう
内容にも工夫が必要だと
感じる。
受け身にならないよう、よ
り実践に生かせる内容に
していきたい。
　講話を聴くだけでなく、
開催校に合った形態で、
また、親子で一緒に考え
る機会を増やせていけた
らと考える。

市内14校で実施予定
（参観日、PTA研修
会等で実施）

参加者合計　619人
内アンケー回答者421人
(回答率68％)
(男性19％、女性81％)

　講話についての要望等を事前に
調査し、保護者が集まりやすい機
会を捉え、学校、講師と調整のもと
ワークショップや講演会を実施。
　参観日を利用して子どもと一緒に
講話を聞く回もあった。

高齢者講座「遊
友ひがし」

2 4
28人
延べ
333人

86%

4 619人

アン
ケート
回答者
のうち
女性
81%

　男女共同参画に関する資料を７４
冊所有。
　貸出等により市民に提供してい
る。

1
男女共同参画に
関する図書の整
備

3
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5 4

6 4

実績数値 女性比
26年度計画 担当課

２０人中
女性11
人

55%

◇防災…講座実施2（延べ69人
男7人・女62人）
◇医療…講座実施5（延べ342人
男27人・女265人　※不明65人）
◇介護…講座実施10（延べ285人
男135人・女150人）
◇環境…講座実施41（延べ991人
男459人・女532人）
◇健康…講座実施3（延べ89人
男46人・女43人）
◇生活…講座実施2（延べ60人
男25人・女35人）
◇福祉…講座実施2（延べ52人
※不明52人）
◇まちづくり…講座実施1（延べ20
人　※不明20人）

きらめき講座の
開催

男女共同参画に関す
る学習機会の充実を
図る。

4 4
1,908人

61%

　きらめき講座の周知方
法（現在はチラシ、HP）に
ついて、おすすめ講座を
ポスターにするなど工夫
が必要である。
　利用される講座が限ら
れるので、担当課におい
ても市民の方々が興味を
持てるようなメニューを提
供していただくほか、担当
課でも自分たちの提供す
る講座を周知するよう協力
していただきたい。

施策の方向
事業名 内容 評価№ 取組の実績

2
男女共同参
画に関する
学習の推進

とわだ子ども議
会

　議会を模擬体験す
ることにより、子どもた
ちに議会や行政の仕
組を知ってもらうととも
に、質問を通して自
分たちの住んでいる
十和田市について考
えることにより、郷土
を愛する心情を育
む。

　とわだ子ども議会
　子ども議員
　（男性９人、女性１１人、計２０人）

平成25年度事業実施状況及び評価

子ども司書養成
講座

　図書館業務の体験
を通して、司書の知
識や技術などを学
び、読書の楽しさや
素晴らしさを広め、本
と人との橋渡しを手助
けする読書活動推進
の担い手として、子ど
も司書を養成する。

問題点及び今後の課題

　多くの市民の方に
利用していただき、市
政に対する理解を深
め、市民と行政が協
働で生涯学習による
まちづくりを目指す。

スポーツ・
生涯学習課
Ⅰ-3-3
と重複

スポーツ・生
涯学習課

　市内小学校4～6年生
　子ども司書
　男性　9人　　女性　14人

23人中
女性14
人

60.90%
　参加希望での申込み順
や抽選のため、男女比を
調整することは難しい。

　市民図書館及び県
立図書館を会場に全
４回実施。補講１回の
予定。（１１～１２月）

スポーツ・生
涯学習課

　子ども議員は参加希望
での申込み順や抽選のた
め、男女比を調整すること
は難しい。

　市内の小学６年生
を対象に議員を20人
選出し、実際に議場
で質問等を行い、議
会を模擬体験する。

4



Ⅰ 「女と男」の平等に向けた意識づくり
3 「女と男」が持つ個性の尊重

Ⅰ-3

実績数値 女性比

人権相
談・合
同相談
25回
イベント
5回
人権教
室　16
回

人権擁
護委員
の女性
任用率
50％

1
人権尊重につい
ての普及、啓発

　特になし

基本目標
重点項目

施策の方向
平成25年度事業実施状況及び評価

26年度計画 担当課
№ 事業名 内容 評価 取組の実績 問題点及び今後の課題

　小学校７校、中学校
６校に相談員を派遣
する。また、臨床心理
士の派遣時間を年間
350時間とする。
　相談員等の構成に
ついては、これまで同
様に男女偏りのない
バランスのとれた構成
とする。

指導課

　学校の要望に応じ
実施していく。
　学校との打ち合わ
せ時に、健康教育や
プログラムの内容等
について調整を図
る。

健康増進課

　実際に乳幼児とそ
の親に接し、命が母
体で育まれ、生まれ
て育つ過程を通し
て、自分の心身の発
達変化について考
え、命の尊さを学ぶ
機会を作る。

4 1校1回開催　29人参加

　人権活動の普及啓
発のために、次の取
り組みを行う。
◇市民を対象とした
無料相談日を設け、
人権相談及び特設合
同相談を行う。
◇ろまんパークフェス
ティバル、十和田市
秋まつりにおいて、市
内中学生と一緒に啓
発活動を行う。
◇スーパー等にて啓
発活動を行う。
◇市内小中学校にお
いて、人権啓発のた
めの人権教室を行
う。

まちづくり
支援課

　教育相談員学校派
遣、教育相談室、適
応指導教室、臨床心
理士学校派遣で、児
童生徒の悩みなどに
ついて相談を受け、
解決のための支援を
行う。

4

◇学校派遣、教育相談室、適応指
導教室が連携して、充実した支援
ができた。学校派遣相談員の年間
相談回数延4,986回、教育相談室
での年間相談回数延べ505回
◇教育相談員及び適応指導員へ
の女性任用率…57.1%（相談室・適
応指導教室・学校派遣　14人中8
人）

相談員
の女性
任用率
57.1％

　年々複雑化、多様化し
ている悩みや問題に対し
て、学校と連携を図りなが
らより適切に対応していく
必要がある。

　十和田人権擁護委
員会協議会と連携を
図り、国民に保障され
ている基本的人権を
擁護し、自由人権思
想の普及高揚に努め
る。

5

◇人権擁護委員と連携し、研修会
等を実施
◇毎月２回の人権相談（22回）の
他、6月、12月の人権週間では、行
政相談員との合同相談を実施
◇ろまんパークフェスティバルや秋
まつりにおいて、市内中学生と一
緒に人権啓発活動を実施
◇小中学校で人権啓発のための
人権教室を実施

　学校主体の開催を進め
ることにより、実施回数が
減っているが、健康教育
等協力連携を図り、思春
期保健を推進していく必
要がある。

29人3
中学生の赤ちゃ
んふれあい体験
教室

派遣相
談4,986
回

教育相
談505
回

2 教育相談事業

1
個性と性を
尊重する意
識の啓発

5
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実績数値 女性比

スポーツ・
生涯学習課
Ⅰ-2-2
と重複

スポーツ・
生涯学習課
Ⅰ-2-2
と重複

東公民館
Ⅰ-2-2
Ⅳ-3-1
と重複

男性にとっ
ての男女共
同参画の推
進

3

家庭教育応援事
業

3
きらめき講座の
開催

省略

2 省略

1

担当課

1
ＤＶに関する意
識の啓発

　女性に対する暴力
について、社会にお
ける認識と、根絶に
向けて意識向上を図
るため、パンフレット
を作成し啓発する。

3

　「女と男がつくる十和田ネットワー
ク」が編集したパンフレットを発行
し、成人式で配布した。成人式出
席者520人。

特になし

　平成25年度と同様
に、パンフレットを発
行し成人式で配布す
る。

総務課520人

商工労政課

2
婦人相談員によ
る相談体制の充
実

　婦人相談員を配置
し、女性からの相談
に対し、適切な指導
を行うとともに配偶者
からの暴力（DV）防
止等の啓発に努め
る。

4

女性からの直接及び電話等による
相談に対し指導、助言を行った。
相談延べ件数　142件
　人間関係　60人
　経済関係　11人　医療関係　4人
　合計75人

142件 福祉課

3

2
女性に対す
るあらゆる暴
力の根絶

高齢者講座「遊
友ひがし」

省略

　相談者が高齢化し、離
婚相談・病気・精神の問
題等相談内容が複雑に
なってきている。このた
め、女性の自立のための
支援や助言が必要である
が、相談員の資質の向上
が求められている。

　女性からの相談に
対し関係機関と連携
を密にし、適切な指
導、助言を行う。

セクシュアル・ハ
ラスメントに関す
る相談、情報提
供

　関係機関が設置す
る相談窓口の活用な
ど、セクシュアル・ハラ
スメントに関する情報
提供をする。

4
　関係機関からのポスターの掲示
や、パンフレットの設置により情報
提供を行った。

　各種機関がそれぞれに
設置している窓口のた
め、随時状況把握に努め
ながら周知を図る必要が
ある。

　引き続き関係機関
からのポスターやパ
ンフレットなどによる
情報提供に努めるほ
か、「広報とわだ」や
市ホームページを活
用して、更なる周知に
努める。

26年度計画施策の方向
平成25年度事業実施状況及び評価

№ 事業名 内容 評価 取組の実績 問題点及び今後の課題
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Ⅱ 「女と男」がともに参画するまちづくり
1 政策・方針決定過程への共同参画

Ⅱ-1

基本目標
重点項目

施策の方向
平成25年度事業実施状況及び評価

26年度計画

各種審議会
等委員への
女性の参画
推進

1

2
管理職への
女性登用の
推進

組織・団体
における意
思決定の場
への女性の
参画促進

3

担当課
№ 事業名 内容 評価

3

○審議会等委員への女性の登用
率・・・・29.0％
　（17機関　207人中60人）

○地方自治法第203条の３に基づ
く審議会等への登用率・・・・・
27.8％
　（16機関　194人中54人）

女性登
用率

29.0％

　市民の多様な意
見、要望等を市政に
反映させるため、今
後は審議会等に限ら
ず、各種会合等で市
民を委員として選任
する場合も、女性の
選任について配慮す
るようお願いする。
　今後も附属機関等
の委員の改選時に
は、充て職を除いて
は、学識経験者、関
係行政機関の職員、
公共的団体の代表な
どについて女性の委
員を選任していただく
よう各関係課にお願
いし、女性の登用率
の向上を目指す。

総務課

取組の実績 問題点及び今後の課題実績数値 女性比

　附属機関等の委員は充
て職が多く、市議会議員
や学識経験者には女性が
いない又は少ない。した
がって、その他の委員選
出にあたっては積極的に
女性委員を選任していた
だくよう働きかけが必要で
ある。
　また、委員を公募する場
合は、女性の申込者を優
先して決定していただくよ
うな働きかけも必要であ
る。

1 女性の任用推進

　多くの意見を市政
に反映させることを目
的として、各種審議
会等委員への女性の
参画を積極的に推進
する。
　委員の選出につい
ては、委員が重複し
ないように見直し、女
性委員の占める割合
を40％に達するよう
努めることを庁内に
周知し、毎年集計、
公表する。

人事課

1
地域、団体役員
への女性の登用

　地域活動の中心を
担う指導者等への女
性の登用を働きかけ
る。

4

　スポーツ推進委員が地域活動や
指導を行う上で、男女ともに指導に
あたることが肝要であることから、女
性の登用は不可欠と考え、目標達
成に努めている。推進委員18人
（内女性委員９人）

特になし

　推進委員の女性登
用率の水準はある程
度高いので、これを
維持していきたい。

スポーツ・生
涯学習課

1
管理職への女性
登用の推進

　均等な研修機会の
充実や女性の専門的
な研修を促進し、
様々な分野で活躍す
る女性職員の人材育
成を図り、管理職へ
の登用を推進する。

3

部長級13人　内女性0人
課長級36人　内女性3人
課長補佐級78人　内女性14人
係長級47人　内女性17人
合計174人  内女性34人

　能力、実績、適性に
応じた人員配置を基
本としつつ、公平な
評価に基づく女性職
員の管理職員への登
用を引き続き進めて
ゆく。

18人中
女性９

人
50％

34人 19.5%
　比較的少ない課長補佐
級以上への登用を進めて
行くこと。
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Ⅱ-1

担当課
№ 事業名 内容 評価 取組の実績 問題点及び今後の課題実績数値 女性比

平成25年度事業実施状況及び評価

2
市民主体のまち
づくりの推進

　既存コミュニティ組
織である町内会、元
気な十和田市づくり
市民活動支援事業活
用団体、ボランティア
団体等の窓口として、
女性の活躍が重要で
あることをアドバイス
する。

3

26年度計画

3

組織・団体
における意
思決定の場
への女性の
参画促進

施策の方向

◇団体へのアドバイス
◇元気な十和田市づくり市民活動
支援事業　対象団体数33（うち女
性が代表の団体数15）
◇平成25年度青森県観光ボラン
ティアガイド県大会への出席（十和
田湖・奥入瀬観光ボランティアの
会、NPO十和田奥入瀬郷づくり大
学、TMG４８から女性８人が出席）

　積極的に活動している
女性であっても、組織の
経営的なノウハウや全体
を通じてのマネージメント
力を養う機会が少ないた
め、町内会においては、
女性会長、女性役員が少
ない状況となっている。
　女性のまちづくり参画の
ための研修機会などを増
やしていくことが必要であ
る。

①元気な十和田市づ
くり市民活動支援事
業を通じて、各団体
の相談対応の際に、
女性リーダーの養成
をアドバイスする。
②人材育成につなが
る、まちづくりの実践
の原動力となる情報
交換、交流の機会を
創出していく。

まちづくり
支援課
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Ⅱ 「女と男」がともに参画するまちづくり
2 活力あるまちづくりへの共同参画

Ⅱ-2
重点項目
基本目標

1

地域、防災・
環境分野等
における男
女共同参画
の推進

1

ボランティア・ＮＰ
Ｏ活動に関する
情報の収集・提
供

　ＮＰＯ・ボランティア
団体の活動内容を紹
介し、その活動の促
進を図る。

4

施策の方向

①ボランティア活動の
情報提供
・ホームページやフェ
イスブックなどを活用
し、ボランティア団体
やＮＰＯ活動団体の
情報発信に努める。
②団体データデース
の整備
・現況調査をとりまと
め、市ホームページ
に掲載し、随時更新
を行う。

担当課
№ 事業名 内容 評価 取組の実績 問題点及び今後の課題

平成25年度事業実施状況及び評価

実績数値 女性比
26年度計画

まちづくり
支援課

2
ボランティア、自
主グループへの
活動支援

　健康づくりに関する
ボランティア・自主グ
ループの活動に対
し、情報提供等の活
動支援を行う。
こころの会、アネモネ
の会、豆しとぎ会、よ
ろこびの会など。

3

こころの会：紙芝居を通してこころの健
康の普及・啓発
アネモネの会：老人保健施設等の傾聴
活動
こころの広場ルピナス: 街中での傾聴
活動(月２回)
傾聴サロンとわだ:保健センターでの傾
聴活動
こころのふれあいサロン:街中での傾聴
活動
まめしとぎ会：老人保健施設への慰問
活動
よろこびの会：がんの予防活動
○これらの団体や、その活動に対し、
健康教育や会場の提供などを行った

ほとん
どが女

性

　メンバーの固定化・高齢
化などにより、活動が停滞
ぎみのところもある。

　各々の会が主体的
に活動できるように、
市の事業との連携を
図りながら活動の支
援を継続する。
(合同交流会などの参
加を促していく)

健康増進課

　人々が地域や社会活動に積極的
に参加し、男女がともにまちづくり
を担うため、市民活動団体の活動
内容を市ホームページやフェイス
ブックで情報発信を行った。
　また、県や市で把握している主に
市内で活動を行う市民活動団体、
ボランティア団体等（１２２団体）に
現況調査を行った。

　ボランティア・ＮＰＯ活動
の情報収集・情報提供を
さらに行い、コーディネー
ター機能の充実を図る。
　また、団体に対し、県や
国からの補助事業等の情
報提供を行っていく。

　事業概要は前年度
をベースとし、団体の
スムーズな事業開始
に対応できるよう、３
月から企画提案の募
集を行う。
　また、事業成果を評
価し、市民に対して
成果を示すため、成
果報告会を開催す
る。

まちづくり支
援課

3
いきいきまちづく
り活動の支援

　いきいきとまちづくり
へ参画する活動を支
援するため、元気な
十和田市づくり市民
活動支援事業を通じ
て、市民と行政の協
働によるまちづくりの
推進、地域社会の
様々な活動を男女が
担い、多様な年齢層
の社会参画の促進を
図る。

4
　元気な十和田市づくり市民活動
支援事業応募状況：目標26に対
し、38事業　交付実績：33事業

　市民と行政の協働による
まちづくりを実現していく
ためには、従来の団体の
活動領域から、より踏み出
して地域課題への取り組
みを誘導していく必要が
ある。
　このため、団体の新たな
取り組みの下支えを継続
し、意識啓発などの研修
会を開催する。

交付実
績33事

業
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Ⅱ-2

地域、防災・
環境分野等
における男
女共同参画
の推進

4
市民の声を反映
させる市政窓口

　市と町内会の懇談
会等により、市民の意
見や要望を市政に反
映させる。

4

　「市と町内会との懇談会」を開催
し、83町内会から要望のあった195
件に対して町内会長へ回答した
①8月21日　北園、西、上切田、下
切田地区　②8月19日　三本木、
東、高清水地区　③8月23日　休
屋、宇樽部、法量、奥瀬、奥入瀬、
沢田地区　④8月26日　南、藤坂、
伝法寺、米田、大不動、滝沢地区
⑤8月27日　洞内、松陽、深持、ち
とせ地区

施策の方向 担当課
№ 事業名 内容 評価 取組の実績 実績数値 女性比

平成25年度事業実施状況及び評価
26年度計画

　８月20日・21日・22
日・25日・27日の日程
で、市と町内会の懇
談会を開催し、市民
の意見要望等を市政
に反映させる。また、
町内会連合会を通じ
て女性役員等の出席
率の向上に取り組
む。

懇談会
出席者
139人
中女性

4人

2.9％
まちづくり
支援課

5

男女共同参画の
視点を取り入れ
た防災体制の確
立

　女性の参画を拡大
し、男女共同参画の
視点を取り入れた防
災体制の確立に努め
る。

3

　地域防災計画の修正において、
男女共同参画の視点を取り入れた
防災体制の確立、自主防災組織
設立と防災リーダー育成における
女性の参画、避難所開設時のプラ
イバシーの確保や男女のニーズの
違いによる配慮などから推進するこ
となどを追記修正した。

○出初式、観閲式等
の式典における設
営、受付、案内、会場
アナウンス等
○春、秋の火災予防
運動における防火パ
レードでの広報活
動、独居老人宅の防
火診断、住宅用火災
報知器の設置促進運
動
○消防団員募集運動
として秋まつり及び成
人式でのパンフレット
配布等

総務課

　地域防災計画の第２段
改正においても、男女共
同参画について推進す
る。

　災害対策基本法の
第２段改正に伴う、国
県等の上位計画等の
修正に基づき、十和
田市地域防災計画の
第２段の修正が予定
されている。
　必要に応じ、当該
計画本文に男女共同
参画推進について追
記する。

総務課

6

　男女共同参画によ
る消防団活動におい
て、防火・防災の推
進を図るとともに消防
団組織の増強に努め
る。

2

　出初式、観閲式での式典運営及
びラッパ隊による演奏。
　春・秋の火災予防運動における
独居老人宅の防火診断や住宅用
火災報知器の設置促進運動。
　秋祭りにおける消防団員募集の
ための広報活動等。
＜消防団員776人うち女性18人＞

776人
中

女性団
員18人

　女性を含め、団員の募
集に努める。

男女共同参画に
よる消防団活動

2.32%

　平成26年度の単位町内
会の女性会長は全体294
町内会のうち、14町内会
であり、女性会長をはじめ
女性役員の懇談会出席
率を高めていく必要があ
る。

問題点及び今後の課題

1
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1

26年度計画 担当課
№ 事業名 実績数値内容 評価 取組の実績 問題点及び今後の課題女性比

　奥入瀬川クリーン対
策協議会及び十和田
市名水保全対策協議
会と連携して、水環
境保全の啓発に取り
組むとともに、ごみの
減量とリサイクルの推
進に向けて、単位町
内会長に廃棄物減量
等推進員を委嘱し、
市民レベルでの取り
組みの拡大、意識の
醸成を図っていく。

まちづくり
支援課

7
環境情報の提供
について

　水保全活動・ごみ
問題などの環境保全
に関する情報提供や
啓発を行います。

3

1
女性団体及び個
人のネットワーク
活動支援

　男女共同参画の視
点で活動する女性団
体を支援する。

3

◇水保全について
　奥入瀬川クリーン対策協議会及
び十和田市名水保全対策協議会
では環境保全に関する啓発と、市
民参加による奥入瀬川クリーン運
動、名水保全活動を実施。
　奥入瀬川クリーン作戦参加者556
人ごみ集量300kg　名水保全活動
参加者延べ98人

◇ごみ問題について
　単位町内会長294人に廃棄物減
量等推進員を委嘱し、ごみの減
量、リサイクルの推進を図った。

◇毎年、市の環境行政に関する現
状と取り組み、実績を、冊子「十和
田市の環境」として取りまとめ、公
表している。

参加者
654人

　一人当たりのごみ排出
量を減量するため、リサイ
クルの推進(分別、再資源
化)に努める。

　「明るい選挙出前講
座」を開催、「十和田
市議会議員一般選挙
における街頭啓発活
動」を実施、「明るい
選挙推進公開講座」
へ参加

選挙管理
委員会

2
政治への参画意
識の高揚

　市民の政治、選挙
への意識の向上を図
るため「話し合い学
習」を中心とした啓発
活動を推進する。
　十和田市明るい選
挙推進協議会を支援
し、政治参画意識を
高める。

4

○「明るい選挙出前講座」を開催
（南公民館１回、東公民館４回）
○「参議院議員総選挙における街
頭啓発活動」を実施（道の駅とわだ
１回、道の駅奥入瀬１回、イオン
スーパーセンター十和田店１回）
○「明るい選挙推進公開講座」へ
参加（青森市１回）

　投票率の低下防止の啓
発活動

　上十三地域男女共同参画ネット
ワークが青森県とともに実施した
「男女の視点を活かした地域防災
普及啓発事業」にあたり、ネットワー
ク参加団体である「女と男がつくる
十和田ネットワーク」と連携した。

42 70% 特になし

　「女と男がつくる十
和田ネットワーク」の
活動に対して求めに
応じて指導・助言を
行う。

総務課

地域、防災・
環境分野等
における男
女共同参画
の推進

９回

参議院
投票率
女性
45.3%

女性の人材
育成とエン
パワーメント
支援

2

施策の方向
平成25年度事業実施状況及び評価

Ⅱ-2
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Ⅱ-2

2

女性の人材
育成とエン
パワーメント
支援

施策の方向

　本年度も昨年度と
同じように市主催・派
遣研修を実施する。
育児・介護等の事情
がある職員が、派遣
研修を受講しやすく
するため、事情によっ
ては、バス・公用車で
の日帰り研修も可能
とする。

人事課

事業名 内容 評価 取組の実績 問題点及び今後の課題
26年度計画 担当課

○市主催研修受講者
    518人内女性　162人、約 31.3 %
○派遣研修受講者
 　 188人内女性    59人  約 31.4 %

　市職員における女性職員の割合
は、26.8%(病院除く)であり、割合か
ら考えれば女性の受講率は高く
なっている。

706人
受講

31.3%

　派遣研修には、宿泊を
伴う研修が多いため、女
性の受講率が低い傾向に
ある。

平成25年度事業実施状況及び評価

№

3 職員研修の実施

　職員の資質と能力
向上を図ることを目的
に職員研修を実施す
る。

4

実績数値 女性比

3

○４人のＡＬＴを市内小・中学校に
延549回派遣し、外国語活動や英
語の授業等を支援した。
○ＡＬＴは、カナダとオーストラリア
から男女各１人ずつ任用している。

派遣回
数549

回

ＡＬＴの
女性任
用率
50％

　ＡＬＴ、派遣校、指導課
の間の連携を一層密に
し、支援内容の一層の充
実を図っていきたい。

　本年度夏からＡＬＴ
２人を増員し、６人体
制で各校の外国語活
動や英語の授業等を
支援する。
　ＡＬＴの構成につい
ては、これまで同様に
男女偏りのないバラ
ンスのとれた構成とす
る。

指導課

　民間団体による国際交流事業へ
の市民の参加者数1,200人

1,200人

　ALTや在住外国人の参
加、国際交流事業に取り
組む団体との連携強化な
どに努め、国際化の推進
に努める。

　（一財）自治総合セ
ンターによるコミュニ
ティ助成事業を活用
し、NPO十和田国際
交流協会とNPOプロ・
ワークス十和田に補
助し、海外からの招
聘プログラムの支援
を行う。
　また、（公財）むつ
小川原産業活性化セ
ンターの助成事業を
活用し、NPO十和田
国際交流協会の異文
化交流プログラムの
支援を行う。

まちづくり
支援課

1
民間団体の国際
交流活動への支
援

　市民の国際感覚の
育成や外国の人々と
の相互理解を深め、
国際観光都市を掲げ
る当市の国際交流の
推進を図るため、市
民団体が行う国際交
流活動等を支援す
る。

4

2
外国青年招致事
業

　外国語によるコミュ
ニケーション能力を
高めるとともに、異文
化に対する関心を深
め、国際理解の基礎
を培うため、市内小・
中学校に英語を母国
語とする外国語指導
助手（ＡＬＴ）を派遣
する。

4

国際的視野
に立つ男女
共同参画の
推進

12
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健康増進課3
在住・滞在外国
人支援

　外国語による各種
情報を提供するほ
か、市内に在住・滞
在する外国人が、安
心して暮らし活動す
るための支援をする。

4
　母子健康手帳交付時、マム＆マ
ムズ（外国人ママの情報交換や親
睦の場）を紹介３人

実績数値 女性比

3

　外国人の利用者が少な
い。

　外国語の資料の収
集を図ると共に、引き
続き展示コーナーを
設置し、利用をしても
らうようにしていく。

市民図書館

施策の方向
平成25年度事業実施状況及び評価

26年度計画 担当課
№ 事業名 内容 評価 取組の実績 問題点及び今後の課題

4
在住・滞在外国
人支援

　外国語による各種
情報を収集提供し、
市内に在住する外国
人が、安心して暮らし
活動するための支援
をする。

3
　外国語辞典・原書の資料約３５０
冊所有し、コーナーを設置したり、
各種情報を収集し提供している。

350冊

国際的視野
に立つ男女
共同参画の

推進

　マム＆マムズなどに参加
できず孤立しがちな外国
人ママへの支援について
の検討が必要である。

　母子健康手帳の４
カ国語版の交付を実
施。
　マム＆マムズ（外国
人ママの情報交換や
親睦の場）紹介。

13



Ⅲ 安心して働ける労働環境づくり
1 就業機会の拡大と労働環境の整備

Ⅲ-1

担当課

550冊

　厚生労働省では、毎年６月を「男
女雇用機会均等月間」と定めてお
り、この期間中、ポスターの掲示や
リーフレットの配布により、周知を
図った。
　また、育児・介護休業法の改正や
青森県最低賃金について、「広報
とわだ」・市のホームページへ掲載
し、周知を図った。

4
　ビジネスに関する資料５５０冊余
を、常設展示コーナーに設置し、
利用を図っている。

市民図書館

　市ホームページを
活用して相談窓口の
周知を図る。

商工労政課

基本目標
重点項目

施策の方向
平成25年度事業実施状況及び評価

26年度計画
№ 事業名 内容 評価 取組の実績 問題点及び今後の課題実績数値 女性比

1
女性の職域拡
大、能力向上の
ための情報提供

　女性の能力発揮の
ためのセミナーや相
談、研修等の情報を
提供する。

4

　十和田市雇用創造推進協議会
（商工労政課事務局）が実施するス
キルアップや能力向上に関するセ
ミナーの情報提供を実施し、多くの
かたが受講した。
　セミナーの女性受講者数・・62.5%
　（累計１５２人中女性９５人）

　引き続きセミナーに関す
る情報提供を実施し、受
講生の確保に努める。

　設置箇所が限定さ
れているため、数多く
の人に周知するため
の取り組みが必要で
ある。

商工労政課

雇用・就業に関
する各種情報の
収集・提供

2

　利用者が探しやす
いよう、ビジネス支援
コーナーを設置し、
広く市民に提供す
る。

　利用しやすい場所
に配置しているので、
更新をしながら、広く
利用してもらうようにし
ていく。

4

　引き続き関係機関
からのポスターやパ
ンフレットなどによる
情報提供に努めるほ
か、「広報とわだ」や
市ホームページを活
用して、更なる周知に
努める。

商工労政課

　育児・介護休業法などま
だまだ認知されていない
ところがあるので、周知活
動の強化が必要である。

1

　関係機関と連携し、
事業主及び就業者等
に対して雇用機会均
等法及び育児・介護
休業法などの周知を
図り、仕事と家庭両立
支援や雇用情報等を
提供する。

152人 62.5%

　来館者を増やすよう、広
くＰＲしていかなければな
らない。

3

再雇用等労
働に関する
相談体制の
充実

1

　再就職に関す
る各種情報の提
供と相談体制の
充実

　関係機関と連携し、
再就職に関する情報
の提供、相談機能の
充実を図る。

4

　就職面接会開催などについて、
関係機関からのポスターの掲示や
パンフレットの設置により情報提供
を行った。
　また、求人情報についても、市の
１階ホールに設置し、就職に関す
る情報の提供に努めた。

　就職面接会開催などに
ついて、関係機関からの
ポスターの掲示やパンフ
レットの設置により情報提
供を行った。
　また、求人情報について
も、市の１階ホールに設置
し、就職に関する情報の
提供に努めた。

2

女性の職業
意識の向上
と能力開発
の促進

1

男女の均等
な就業機会
の拡大と情
報提供の推
進

14
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問題点及び今後の課題
担当課

商工労政課

施策の方向
平成25年度事業実施状況及び評価

　引き続き定期的なポス
ターの掲示やチラシの設
置を行う一方、関係機関と
の連携により掲示や設置
の方法について、再度整
理が必要である。

実績数値 女性比№ 事業名 内容 評価 取組の実績
26年度計画

　関係機関からのポ
スターの掲示やセミ
ナー等に関するチラ
シの設置により情報
提供を行う。
　また、提供している
情報を多くのかたに
周知ができるよう、掲
示や設置箇所を変更
し、更なる周知の徹
底に努める。

3

再雇用等労
働に関する
相談体制の
充実

2
　資格取得等の
学習機会と情報
の提供

　関係機関と連携し、
資格取得等の学習機
会と情報の提供を図
る。

4
　関係機関からのポスターの掲示
やセミナー等に関するチラシの設
置により情報提供を行った。

15



Ⅲ 安心して働ける労働環境づくり
2 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）のための環境づくり

Ⅲ-2

　一時預かり事業、休日
保育事業について、保護
者への周知不足もあり利
用者が少ない状況にあ
る。

　受入れ施設の面積等の
関係を考慮し、国の基準
に合わせ対象年齢拡大に
ついて検討が必要となる。

障害児保育事業４カ
所
ふれあい保育事業５
カ所
延長保育促進事業
22カ所
一時預かり事業１カ
所
休日保育事業３カ所
地域子育て支援拠点
事業７カ所
病児・病後児保育事
業１カ所
ファミリー・サポートセ
ンター事業１カ所

担当課

基本目標
重点項目

施策の方向
平成25年度事業実施状況及び評価

26年度計画
実績数値 女性比№ 事業名 内容 評価 取組の実績 問題点及び今後の課題

　入所児童数の確保
に努め、適正な指導
により事業の充実を
図る
○定数
三本木小学校仲よし
会60人
 ・北園小学校仲よし
会60人
 ・南小学校仲よし会
70人
 ・東小学校仲よし会
50人
・西小学校仲よし会
40人
・ちとせ小学校仲よし
会60人
・藤坂小学校仲よし
会35人
・法奥小学校仲よし
会20人
・沢田小学校仲よし
会20人
合計415人

福祉課

1

保育サービ
スや介護
サービス等
の充実

1
保育サービスの
充実に対する支
援

2
学童保育事業の
充実

　保護者が労働等に
より放課後家庭にい
ない児童に対し、適
正な遊び等を指導す
るため、放課後児童
健全育成事業（仲よ
し会）の充実を図る。

4

障害児保育事業　４カ所（利用児
童5人）
ふれあい保育事業　５カ所（利用児
童16人）
延長保育促進事業　22カ所（年
3,179人）
一時預かり保育事業　１カ所（年
113人）
休日保育事業　３カ所（年345人）
地域子育て支援拠点事業　７カ所
（17,251人）
病児・病後児保育事業　１カ所（年
793人）
ファミリー・サポートセンター事業１
カ所（年746人）

平成25年4月1日現在の入所児童
数
　・三本木小学校仲よし会　63人
　・北園小学校仲よし会　 70人
　・南小学校仲よし会　70人
　・東小学校仲よし会　50人
　・西小学校仲よし会　35人
　・ちとせ小学校仲よし会　 61人
　・藤坂小学校仲よし会　33人
　・法奥小学校仲よし会　10人
　・沢田小学校仲よし会　18人
　合計410人

410人

福祉課

　保護者が労働・疾
病等により保育に欠
ける乳幼児を保育す
るため、保育サービス
の充実を図り、特に、
地域における保育需
要に対応するため、
延長保育や障害児保
育等の特別保育事
業、地域子育て支援
事業等を実施する。

4

16
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　育児・介護休業制度の
認知不足及び制度活用
件数がまだまだ少ないの
で、継続的な周知が必要
である。

4
　ポスターの掲示やパンフレットの
設置により、育児・介護休業に関す
る情報提供を行った。

商工労政課

高齢介護課
Ⅳ-3-1と重

複
3

地域包括支援セ
ンターの充実

◇総合相談事業
　窓口相談や情報提
供等により、各専門
機関と連携し問題解
決に向け支援する。
◇権利擁護事業
　高齢者が住み慣れ
た地域で安全に暮ら
していくために個人
の権利が守られるよう
支援する。

4

（総合相談の内容）
包括相談者数：1,292件、延べ対応
件数：3,041件
在宅介護支援センター相談件数：
2,604件
（権利擁護の内容）
虐待通報：18件、認知症に関する
相談：31件
成年後見支援事業による市長申立
て：5件

施策の方向
平成25年度事業実施状況及び評価

26年度計画 担当課
№ 事業名 内容 評価 取組の実績 問題点及び今後の課題

1

保育サービ
スや介護

サービス等
の充実

実績数値 女性比

1
育児・介護休業
制度の情報の提
供

　男女の労働者がと
もに育児・介護休業
が取得できるように制
度等に関する情報の
提供を行う。

　引き続きポスターの
掲示やパンフレットの
設置により、育児・介
護休業に関する情報
提供に努めるほか、
「広報とわだ」や市
ホームページを活用
して、周知に努める。

 現状では、複雑で多様な
ケースが増加しており、きめ
細やかな対応が難しくなって
いる。また、これらの事業を
通し、住み慣れた地域で生
活していく為には自立に向け
た支援が必要である。そのた
めに、地域に根づいている
在宅介護支援センターの機
能を生かし、初期段階の相
談対応の強化を図っていく
必要がある。
 これらのことを踏まえ地域ケ
ア会議により、地域課題や
ニーズを介護事業所、関係
機関等と検討する場を充実
していく。

2

家事・育児・
介護等をと
もに担う環
境づくり

昨年同様、窓口・電
話相談や市民からの
情報提供を受け、問
題が深刻になる前に
早期の相談支援や対
応ができるように、関
係機関との連携を深
め対応する。また、地
域ケア会議や個別ケ
ア会議により、これら
の高齢者を取り巻く
現状・課題を検討す
る。

17
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人事課

健康増進課

人事課2
職員の育児・介
護休業の取得推
進

　市職員の育児・介
護休業が取得しやす
い環境づくりを図る。

4

1
子育てに関する
情報誌の発行

　子育てに関する情
報を提供する。

5
　十和田市子育てサポート情報を、
市ホームページ上に掲載した。
　子どもすこやか手帳配付　431人

　最新の情報を提供する
ために、定期的にサポー
ト情報を更新、見直しが必
要である。

・育児休業取得者10人（すべて女
性）
・育児短時間勤務取得者３人　（す
べて女性）
・部分休業１人すべて女性）

取得者
１４人

　仕事と育児・介護の両立
に悩む職員が見受けられ
るので、制度の活用事例
を紹介するなど相談支援
体制の充実を図ること。

26年度計画 担当課
№ 事業名

100%

実績数値 女性比内容 評価 取組の実績 問題点及び今後の課題

2
次世代育成支援
特定事業主行動
計画の推進

　職員が安心して子
育てをしていくことが
できる環境の整備と
具体的な支援策の実
施

3

　育児休業、育児短時間勤務など
の諸制度については、国、県に準
じて整備済みであり、申出者には
取得させている。
　また、昨年度と同様に、申出がし
難いなどの弊害を感ずることがない
よう運用面においても配慮した。

14人

施策の方向
平成25年度事業実施状況及び評価

　男性職員の取得者がな
く、子育ては女性の負担
が大きいことが伺われるこ
とから、男性職員の取得
が進む環境づくりが課題
である。

家事・育児・
介護等をと
もに担う環
境づくり

2

3
子育て支援
体制の充実

　乳児家庭全戸訪問
時、子どもすこやか手
帳を配付し、十和田
市子育てサポート情
報を紹介する。
　十和田市子育てサ
ポート情報の更新、
見直しをする。

　国、県の施策に迅
速に対応できるよう情
報収集に努め、引き
続き、各種支援策の
円滑な実施に努め
る。

　引き続き職員が育
児・介護をしようとす
る場合に利用できる
休業等の諸制度の周
知を図る。
　特に産前・産後休
暇取得者に育児休業
制度の内容を説明
し、同制度の正確な
理解を図る。
　また、円滑な利用を
促進するために、休
業に係る補充人員の
配置等職場における
支援体制の整備を図
る。

18
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3
家庭児童相談体
制の充実

　家庭児童相談員を
配置し、家庭におけ
る適正な児童養育、
家庭児童福祉向上の
ため、相談と指導を
行う。

4

　家庭等における適正な児童養育
のために、児童相談所等の関係機
関と協力し、児童福祉向上のため
相談と指導を行った。
○相談件数
・養育相談（虐待相談を含む）82件
・障害相談０件
・育成相談（不登校相談等）17件
・非行相談１件
・その他の相談2件
　合計102件

102件

　精神の病気を抱えた親
の相談が増加し、対応が
長期化している。
　専門的な知識や経験を
備えて対応していく必要
がある。

　関係機関と連携を
密にし、家庭におけ
る適正な児童養育、
家庭児童福祉向上の
ため、相談と指導を
行う。

福祉課

26年度計画 担当課
№ 事業名 内容 評価 問題点及び今後の課題

　保健協力員による４
か月児健康診査時と
２歳児発達健康診査
時の受け付け及び計
測補助を継続する。

健康増進課4
保健協力員によ
る母子保健活動

　母子保健事業に係
る協力

4

　月１回４か月児健康診査時及び２
歳児発達健康診査時において、そ
れぞれ概ね２人の保健協力員が健
診の受け付けや計測の補助を実施

47人 97.90%

実績数値 女性比取組の実績

　最近の子育て事情の把
握のために、協力者が固
定化しないよう多くの保健
協力員による協力が必要
である。また、健診に参加
した母子に、地域に住む
保健協力員を紹介し、声
掛けや相談しやすい体制
をつくり、子育ての孤立化
や不安の解消を図る必要
がある。

子育て支援
体制の充実

3

施策の方向
平成25年度事業実施状況及び評価
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Ⅲ 安心して働ける労働環境づくり
3 自営等従事者の環境整備

Ⅲ-3

実績数値 女性比評価 取組の実績 問題点及び今後の課題

　引き続き自営業を
担う女性就労者を対
象としたセミナーの情
報提供に努める。

商工労政課

2
農業等に関する
学習機会・情報
の提供

　農業経営に係る知
識・技術についての
学習機会や情報の提
供に努める。

4

◇のうぎょうと農業委員会の発行　2
回
　（「広報とわだ」6月号と12月号に
記載　2回で4ページ）
◇農作業労働賃金等標準額と農
地賃借料情報の発行（農協を通じ
て全農家へ配布）

　掲載内容が固定化して
きているので、情報の収
集に努め、新たな情報提
供に努める必要がある。

　「のうぎょうと農業委
員会」について、これ
までどおり、年2回の
発行に努める。
　今年度は、委員改
選が７月に行われる
ため、広報９月号に
新委員の紹介を掲載
する。

農業委員会

1

技術・経営管理
能力向上に関す
る学習会、情報
の提供

　自営業を担う女性
就労者に対し、技術
や経営管理向上を図
るための学習機会や
セミナーの情報提供
に努める。

￣ 実績なし

家族経営協
定等の推進

2

112人 13.40%

施策の方向
平成25年度事業実施状況及び評価

1

自営業を担
う女性就労
者の環境づ
くり

　女性の自営業者を対象
としたセミナーが少ないた
め情報提供ができない。

基本目標
重点項目

農業委員会1
家族経営協定の
推進

　農業に携わる家族
全員で、経営方針の
決定、就業条件の整
備、生活面のルール
や福利厚生関係の策
定などを決定すること
により、女性の地位向
上とより充実した農業
経営を目指し、家族
経営協定の普及と締
結を促進する。

5
　家族経営協定締結数
　新規17組、継続３組、合計20組

2

20組

移動農業委員会

　地域の集会所で、
研修会を開催し、家
族経営協定の推進や
農業者年金加入推進
を図る。

5

○平成26年２月23日　羽立地区
参加者25人（男性23人、女性２人）
○平成26年３月16日　牛鍵地区・
早坂地区・大下内地区　参加者87
人（男性74人、女性13人）

　研修内容が、毎年ほぼ
同じで、一度開催した地
域からは開催希望がない
ため、開催地区の減少が
問題である。

　農業委員を通じて
移動農業委員会の開
催を募り、集落単位
での開催を図る。

農業委員会

　2010年農林業センサス
による販売農家数は2,709
戸である。
　25年度末での実締結数
は124組なので、更なるＰ
Ｒが必要である。
　また、経営面において
は、依然として男性中心と
いう認識が強く、女性が先
頭に立つことが難しい部
分がある。

　市ホームページや
「広報とわだ」を活用
して情報提供を行う
ほか、移動農業委員
会でのＰＲに努める。

26年度計画 担当課
№ 事業名 内容
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Ⅳ 健康で充実した生活づくり
1 「女と男」がともにつくる家庭生活

Ⅳ-1

基本目標
重点項目

施策の方向
平成25年度事業実施状況及び評価

№ 事業名 内容 評価

5 　年4回実施　78組　156人参加 156人

取組の実績 問題点及び今後の課題

1

家庭生活に
おける男女
共同参画の
推進

1 両親学級の開催

　家事・育児を母親だ
けでなく父親も担える
よう、妊婦とその夫や
家族に対して適切な
助言や情報を提供す
る。

実績数値 女性比

1
家庭生活に関す
る学習機会の提
供

　家庭における家事
への男女共同参画を
推進するため、｢男性
のための教室｣（２講
座）を開設し、実生活
に生かしながら家族
の食事や健康に気遣
う心を培えるよう支援
する。

4

26年度計画 担当課

　受講率は良好であるが、
夫が自らの意思で参加し
ている割合が低い。

　「そばうち教室」参加者：１２人
　「魚料理教室」参加者：８人

各料理教室の参加者へ
のアンケート調査を行い、
意見要望を把握して魅力
ある講座内容にする必要
がある。

「そばうち教室」及び
「魚料理教室」を開設
して、普段料理をしな
い男性にそばうち及
び魚のおろし方等を
学んでもらい、家庭
参加のきっかけとす
る。

南公民館20

　年４回、1回24組の
定員制で継続実施す
る。
　男女が妊娠・出産・
育児の大変さを知り、
互いに思いやり、育
児の負担が母親だけ
にかからないよう夫の
参加を得、それぞれ
が父親母親の役割を
担うために、「妊娠・
出産・育児の心がま
え、両親の役割」「赤
ちゃんのお風呂の入
れ方、新生児の保
育」について講話を
実施する。
　また児心音を聞い
たり、妊婦疑似体験
や赤ちゃんの抱き方・
衣類の着せ方やおむ
つ交換の仕方につい
ての体験学習を行う。

健康増進課

2

男性の家庭
参加と生活
自立への支

援
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Ⅳ-1

実績数値 女性比

2
家庭生活に関す
る学習機会の提
供

　家庭における家事
への男女共同参画を
推進するため、地域
人材講座を開設し、
男女共に食に対する
関心・意欲を高め実
生活に生かせるよう
に支援する。

　各料理教室でアンケート
調査を行い、意見・要望
等を把握して、男性も参
加しやすい魅力ある教室
の開催が必要である。

　「旬の野菜を使った
教室」、「彼岸にむけ
ての教室」、「年越し
用手打ちそば教室」
及び「郷土料理教
室」を開設して、簡単
に作れる料理等を学
んでもらう。

十和田湖
公民館

93.40%3

26年度計画 担当課
№ 事業名 内容 評価 取組の実績 問題点及び今後の課題

男性の家庭
参加と生活
自立への支

援

2

　「野菜ｄｅ体イキイキ教室」
　参加者：男0人、女16人
　「手づくりだんご教室」
　 参加者：男0人、女16人
　「家庭で楽しむ台湾風料理教室」
　参加者：男１人,　女12人
　「豆腐入りなべっこだんご作り」
  参加者：男0人　女15人
　「豆しとぎ作り」
　参加者：男5人　女10人
　「手打ちそば教室」
　参加者：男5人、女11人

91人

施策の方向
平成25年度事業実施状況及び評価
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Ⅳ 健康で充実した生活づくり
2 生涯を通じた「女と男」の健康支援

Ⅳ-2

実績数値 女性比

1,978人

104件

平成25年度事業実施状況及び評価

　母親教室の受講者が減
少している。
　妊娠期からの母子の健
康管理の必要性を周知す
る必要がある。

　母親教室、４か月児
健康診査、１歳６か月
児健康診査、２歳児
発達健康診査、３歳６
か月児健康診査を継
続実施し、母子の健
康管理の徹底を図
り、異常・疾病の発生
防止及び早期発見に
努めるとともに、子育
て支援に関する情報
提供を行う。

健康増進課

26年度計画 担当課

○届出による証明書の交
付及び給付の周知につい
ては、被保険者証交付時
のパンフレット等により行
い、また、母子手帳交付
担当課へ交付時の連絡
事項として依頼している。
○市外・県外等の医療機
関で同証明書を提示して
も10割給付を受けることが
できなかった場合は、申
請により償還払いしてい
る。

　妊娠の届出のあっ
た十和田市国民健康
保険被保険者に対し
て「妊産婦十割給付
証明書」を交付する。

問題点及び今後の課題

国民健康保
険課

母子保健に関す
る各種教室の開
催

　母子の健康増進、
未熟児の出生防止及
び乳児死亡の減少を
図るため、各種教室
を開催するとともに父
親の参加を促す。

4

・母親教室　延べ212人
・４か月児健康診査　417人
（97.0％）
・１歳６か月児健康診査　437人
　（95.0％）
・２歳児発達健康診査　422人
　（93.0％）
・３歳６か月児健康診査　490人
　（96.8％）

№ 事業名 内容 評価 取組の実績

基本目標
重点項目

福祉課
40,828

件

2
国保妊産婦医療
費十割給付

　国民健康保険被保
険者である妊産婦の
健康保持増進を図る
ため、医療費（外来の
み）を10割給付し、出
産環境の向上に努め
る。

5

十和田市国民健康保険被保険者
のうち、妊娠の届出者（母子手帳交
付による）に対し「妊産婦十割給付
証明書」を交付104件
（うち、償還払い５件）

1

3
子ども医療給付
事業

　子どもの健康保持
増進を図るため、小
学校就学前児童の外
来・入院及び小・中
学生の入院に係る医
療費を助成し、子ども
の保健及び出生育児
環境の向上に努め
る。

4

　中学生の入院に係る医療費まで
支給対象を拡大した。

■子ども医療費給付件数・給付額
就学前児童　40,738件　73,891千
円
小学生　77件　2,932千円
中学生　13件　520千円

　未申請者への制度の周
知が必要。

　安心して生み育て
ることができる環境を
整備し、子育て世帯
の経済的負担の軽減
及び子どもの保健福
祉の増進を図る。

1
母子保健の
充実

施策の方向
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Ⅳ-2

実績数値 女性比
26年度計画

昨年同様
・動機付け支援
・積極的支援
・その他の保健指導
・運動指導

担当課
平成25年度事業実施状況及び評価

約58％

　参加者が、固定化、高
齢化している。

　開講式、閉講式を
含め年13回計画。
「知って得する！食
事バランスガイドの活
用術」、「動いて笑っ
て健康アップ」などの
出前講座を活用し、
心身の健康づくりに
取り組む。

生涯・スポー
ツ課

健康増進課

2

問題点及び今後の課題

あぐら塾3

　市民が地域の文化
や健康等を学ぶこと
により、知識を深め心
豊かな生きがいづくり
を目指す。
　食育講座などを実
施する中で、心身の
健康づくりを視点に
取り組む。

66.7%

　健診について、なる
べく同日に実施した
いとの声を受け、人
間ドックと乳がん検診
を両方申し込んでい
る場合、同日に実施
できるよう日程調整す
ること。
　婦人科検診を日曜
日に実施すること。

健康増進課

1
特定保健指導事
業

　特定健康診査の結
果による対象者に対
して、生活習慣の改
善や疾病の重症化予
防を目的として、特定
保健指導（積極的支
援・動機付け支援）、
また特定保健指導の
対象外の方に対し
て、その他の保健指
導や運動指導を実施
する。

4

・動機付け支援：実施12回（124人）
・積極的支援：実施７回（21人）
・その他の保健指導：実施12回
（283人）
・運動指導：実施８回　延べ人数
101人(実人数33人)

529人

　予防接種の種類や接種
回数が多くなり、乳幼児期
の接種スケジュールが過
密になっている。そのた
め、保護者への接種順序
の周知や情報提供をこれ
まで以上に十分に行う必
要がある。
　検診を会社等で受診し
ている人の把握が必要で
ある。

　地域の文化や健康等について学
ぶことにより知識を深め、心豊かな
生きがいづくりを目指し、延べ15回
開催した。
男性７人、女性14人、合計21人、
延べ220人

220人

施策の方向

4

№ 事業名 内容 評価 取組の実績

2
生涯を通じ
ての健康づ
くり 病気予防と健康

管理

　各種予防接種や健
康診査を実施し、自
らの健康は自ら守る
意識の浸透を図る。

3

・予防接種は定期接種分が乳幼
児・学童合わせて11,075人、任意
接種分として、妊娠を希望する女
性等への風しんワクチン接種が33
人、高齢者のインフルエンザ及び
肺炎球菌合わせて10,387人
・早朝健診年52回実施
・子宮頸がん検診（集団）年15回実
施
・乳がん検診（集団）年130回実施
・人間ドック年153回実施
・個別健診（胃がん、大腸がん、子
宮頸がん、乳がん）は医療機関に
て随時実施

　保健指導参加者の伸び
悩みあり
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Ⅳ-2

実績数値 女性比

4
こころの健康づく
り事業

　精神疾患に対する
正しい知識の普及・
啓発を図り、また疾患
の早期治療を促し、
社会復帰と自立・社
会参加の促進を図
る。
　また、こころの健康
づくりに関わるボラン
ティアの育成・活動支
援を実施する。

4

問題点及び今後の課題

90.26%

26年度計画 担当課
№

・集団健康教育
・重点健康相談
・総合健康相談
・訪問指導

健康増進課

・こころの相談事業：年６回（８人）
　※計画10回
・傾聴ボランティア養成講座：５回
実施
　（延べ153人参加）
・ボランティア育成事業：４回実施
　（延べ　66人）
・こころの健康講座：12回（341人）
・訪問指導：371件
・電話・面接相談：163人

731人 約90%

　講座・相談事業とも市民
の誰もが参加できることで
対応しているが女性の参
加割合が多いため、男性
の参加も増やしていきた
い。

・こころの相談事業：
年10回（予定）
・傾聴ボランティア養
成講座
・ボランティア育成事
業
・こころの健康講座
・訪問指導
・電話・面接相談

健康増進課

　男性の参加者が少な
い。

約85％

・集団健康教育：91回1,659人
・重点健康相談：26回101人
・総合健康相談：毎日実施12人
・訪問指導：311人（延人員）

2,083人

　スポーツ・レクリエー
ション教室等への女
性の参加者は多いの
で、特に高齢の女性
を対象に取り組む。

スポーツ・
生涯学習課

7
「市民ひとり１ス
ポーツ」啓発事
業

　市民の健康増進と
体力向上のため、各
種スポーツ事業を実
施する。

4

　「市民ひとり１スポーツ」啓発事業
を多く展開した。
　市民屋内大運動会、市総合体育
大会、スポーツ関係団体補助、他
啓発事業、各種スポーツ教室の開
催。

6
壮年期からの健
康・体力づくり

　壮年期からの健康・
体力づくりのため、ス
ポーツ教室、大会等
を実施する。

4

　リフレッシュスポーツ教室等の企
画の際にはシニア階層が多く参加
できるよう配慮した。
　平成25年度実績では参加者総数
2,559人中女性の参加者は2,310人
と圧倒的に多い。（スポーツ振興委
託事業）

　特になし

　サッカーやバスケット
ボール、ボウリング等の種
目は、女性の参加者が少
ない状態であるため、
ルールの中に女性が容易
に参加できるような検討が
必要である。

　各種事業への参加
者を増やす。その中
でも女性が参加でき
るよう各地区体育振
興会等に働きかけ
る。

スポーツ・
生涯学習課

2
生涯を通じ
ての健康づ
くり

施策の方向
平成25年度事業実施状況及び評価

5

壮年期からの健
康づくり事業(食
生活の改善・地
域ぐるみの健康
づくりを含む）

　健康増進法に基づ
き、壮年期からの健
康づくり事業を推進
し、疾病の早期発見・
重症化予防に努める
ことにより、健康寿命
の延伸に資する。

4

2,559人
中女性
2,310人

事業名 内容 評価 取組の実績
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Ⅳ 健康で充実した生活づくり
3 自立と安定した生活への支援

Ⅳ-3

実績数値 女性比

4
障害者の日常生
活支援

　障害者の日常生
活、社会参画、就労
を支援するための事
業を実施する。

3
福祉サービスに
関する情報提供

　「障害者のしおり」
「生活保護のしおり」
を作成し、福祉サー
ビスに関する情報を
提供する。

3

　平成25年度生活保護の動向
（H26.3月末）
・被保護世帯数843世帯（うち母子
世帯17世帯）
・被保護人員1,044人（うち母子世
帯人員45人）
　就労支援プログラムを活用し、就
労支援員等による自立への支援を
行った。その結果７世帯が就労し、
うち１世帯が自立した

234人4

・就労移行支援サービス利用者数
　42人
・就労継続支援サービス利用者数
　192人

特になし

　障害者が地域社会
の中で共生していく
ために、生きがいを
もって働くことができ
るよう、障害福祉サー
ビス事業所と連携をと
りながら、情報提供を
していく。

福祉課

高齢介護課

東公民館
Ⅰ-2-2
Ⅰ-3-3
と重複

　「障害者のしおり」
「生活保護のしおり」
を作成し、相談者や
新規認定者、希望者
に窓口で配布する。

問題点及び今後の課題

男性参加者が少ないの
で、男性参加者を増や
し、地域交流を図れるよ
う、また、介護予防の更な
る充実を図るために「広報
とわだ」でのＰＲや、市老
人クラブ連合会・町内会
連合会への働きかけ等が
必要である。

特になし 福祉課

昨年同様に「介護予
防いきいき教室」と
「湯っこで生き生き交
流事業」の男性の参
加について周知を
図って実施し、地域
住民同士の交流を図
るとともに高齢者の生
活機能の維持及び向
上に努め、社会参加
を促進させる。また、
新たに男性のための
介護予防教室を計画

基本目標
重点項目

施策の方向
平成25年度事業実施状況及び評価

26年度計画 担当課
№

2 介護予防教室

高齢者の介護予防を
通し、高齢者同士の
交流を深め、社会参
加活動を促進する。

4

事業名 内容 評価 取組の実績

①3,925
人
②
17,024
人

①
90.4％
②
94.8％

1
高齢者講座「遊
友ひがし」

省略

①介護予防いきいき教室
実施回数…326回
利用者数…3,925人
②湯っこで生き生き交流事業
実施回数…232回
利用者数…17,024人
登録者数…610人（男32人、女578
人）

高齢者や障
害者等の自
立支援体制

の充実

1
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Ⅳ-3

　健康で働く意欲の
ある高齢者の経験と
能力を生かした臨時
的・短期的な就業の
機会を拡充するた
め、シルバー人材セ
ンターの活動を支援
する。

4

　高年齢者の就業機会の拡大を図
り、就業を通じた生きがいの充実や
社会参加の促進のため、十和田市
シルバー人材センターが行う事業
に対して補助金を交付し、支援し
た。

7
手話通訳者の派
遣

　聴覚障害者の社会
参加を促進するた
め、手話通訳者を派
遣する。

4

■手話通訳者派遣事業
手話通訳者登録者６人
派遣回数　52回
■手話通訳者設置事業
非常勤職員１人
業務件数　約1,071件

高齢者や障
害者等の自
立支援体制

の充実

1

9

・身体障害者相談員８人　相談件
数14件
・知的障害者相談員２人　相談件
数37件

5
重度心身障害者
等に対する支援

　重度心身障害者と
その家族等を支援す
るための事業を実施
する。

4

重度心身障害者医療費助成
・受給者数　796人
・申請件数　17,017件
・助成額　66,974千円

実績数値

　障害者が地域で安
心して生活できるよう
に身体障害者相談
員、知的障害者相談
員を配置し相談指導
を行う。

3

8
精神障害者への
日常生活支援

　精神障害者に対す
る在宅福祉サービス
の充実を図り、相談
対応や家庭訪問を通
し、日常生活支援を
行い、自立と社会参
加を促進する。

4
こころの相談事業　：　年6回（8人）
訪問指導　：　371件
電話・面接相談　：　163人

6
障害者に対する
相談体制の充実

シルバー人材セ
ンター活動に対
する支援

　十和田市シルバー人材
センターの自立運営体制
を確立するため、更なる会
員の確保や受注事業の
拡大を図るよう働きかけが
必要である。

796人

51件

1,071件

　今後も高年齢者の
就業機会の拡大を図
り、就業を通じた生き
がいの充実や社会参
加の促進のため、十
和田市シルバー人材
センターが行う事業
に対して補助金を交
付し、支援する。

商工労政課

女性比

通訳者
登用

85.7％

　全体の登録者数が少な
いので、今後手話通訳者
の育成のための事業を
行っていく必要がある。

　聴覚障害者と聴覚
障害のない者とがコ
ミュニケーションをとる
ためには、手話通訳
者の役割は重要であ
り、申請に対し引き続
き派遣をしていく。

福祉課

健康増進課

福祉課

福祉課

特になし

　障害者手帳所持者
の中で、要件を満た
す障害者について、
医療費の助成を継続
していく。

こころの相談事業　：
年10回（予定）
訪問指導
電話・面接相談

　障害者総合支援法への
移行により、サービスの充
実などが図られてきている
が、サービスの利用につ
ながらない対象への支援
が課題となっている。
　また、障害者に対する社
会資源の整備が不十分で
ある。

相談員
登用
50％

　相談員の制度について
周知する機会が少ないの
で、今後窓口等で周知す
るよう努める。

　障害のある者の福
祉の増進のため、障
害のある本人または
家族からの相談に応
じ、更生に必要な指
導及び助言をする。

平成25年度事業実施状況及び評価
26年度計画 担当課

№ 事業名 内容 評価 取組の実績 問題点及び今後の課題
施策の方向
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Ⅳ-3

1

高齢者や障
害者等の自
立支援体制

の充実

ひとり親家
庭等生活上
の困難に直
面する家庭
への支援

2

高齢介護課
Ⅲ-2-1と重

複
11

地域包括支援セ
ンターの充実

省略

26年度も継続し、１事
業所１人実施する。

福祉課4

問題点及び今後の課題実績数値 女性比

1

施策の方向
平成25年度事業実施状況及び評価

№ 事業名 内容 評価 取組の実績

・職親については、そのま
ま事業所と雇用継続とな
ることが望ましいが、厳し
い状況にある。
・今後も事業の趣旨を鑑
み、新たな協力事業所の
選定をしながら、有効的
に活用する必要がある。

　担当ケースワーカー及
び就労支援員が、就労先
の紹介を積極的に行い、
自立に向け支援していく。
　また、家庭相談員等、関
係機関と連携し悩み相談
など、家庭の見守りを行い
生活の安定を図る。

・就労先もパートやア
ルバイトが多く、自立
できる就労先が少な
い状況にある。
・子育てと仕事の両
立が難しいため、子
どもの保育や精神面
等でのサポートも必
要である。

生活困窮者に対
する支援

　生活保護の適正実
施に基づき、生活困
窮者に対し、生活保
障と自立を支援す
る。

3

平成25年度生活保護の動向
（H26.3月末現在）
・被保護世帯数843世帯（うち母子
世帯17世帯）
・被保護人員1,044人（うち母子世
帯人員45人）
　就労支援プログラムを活用し、就
労支援員等による自立への支援を
行った。その結果７世帯が就労し、
うち１世帯が自立した

福祉課

10
社会福祉協議会
への支援

　福祉活動拠点の確
立と民間福祉活動の
整備拡充を図るた
め、社会福祉協議会
の運営を支援する。

5

心身障害者の雇
用促進

12

　人件費、総合福祉センター運営
費として、十和田市社会福祉協議
会に補助金を交付し、支援した。

・障害福祉サービスの中で、窓口
において就労を希望する障害者
に、就労支援事業所の紹介をし
た。
・職親制度として、市内２事業所と
委託契約を結び、２人の受け入れ
をしていただいた。
その中で１人が一般就労として就
職につながった。

　関係機関と連携し、
相談体制と雇用に向
けた機能回復訓練の
充実及び事業主への
雇用促進を図る。

福祉課　特になし

　人件費として、十和
田市社会福祉協議会
へ予算額の範囲内で
補助する。

26年度計画 担当課
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Ⅳ-3

施策の方向
平成25年度事業実施状況及び評価

26年度計画 担当課
№ 事業名 内容 評価 取組の実績 問題点及び今後の課題

2

ひとり親家
庭等生活上
の困難に直
面する家庭
への支援

　対象者数は、ほぼ同数
で推移しているが、給付
額は増加傾向にある。

　ひとり親家庭の養
育・経済面の問題に
対し、現状に応じた
相談体制の充実と強
化を図り、福祉サービ
ス（対象事業・内容
等）の情報提供に努
め、ひとり親家庭の児
童及び親に対して医
療費の一部を助成す
る。

　児童生徒は減少してい
るが、家庭の所得が減少
傾向にあり、援助を受ける
児童生徒の比率が増加し
ている。このため、支出額
が増加している。

　保護者からの申請
に基づき、必要な援
助を行う。
　援助品目・金額は
前年度と同額。
　①学用品費②通学
用品費③新入学児童
生徒学用品費④校外
活動費⑤修学旅行費
⑥医療費

2 福祉課2,597人

実績数値 女性比

ひとり親に関する
相談・福祉サー
ビスなどの情報
提供

　ひとり親家庭の福祉
に関する実態を把握
し、福祉サービスに
関する情報提供を行
う。

4

　ひとり親家庭等医療費給付対象
者数・件数・給付額
・児童　1,558人　16,697件　32,677
千円
・親　1,039人　6,588件　19,187千
円
（親内訳　母 905人、父134人）

教育総務課

3
母子に関する訪
問指導、相談体
制の充実

　家庭訪問や相談体
制の充実により、自
立・健康支援に努め
る。

4

（以下延べ件数）
・新生児訪問　277件
・乳児訪問　191件
・妊婦訪問　4件
・産婦訪問　465件
・幼児訪問　33件
・学童訪問　10件
・その他　10件
・保育所訪問等による情報交換数
205件
・母子保健相談　903件

2,098人

　訪問できない中に少数
ではあるが、訪問の拒否
があるため、家庭での実
態が不明の場合があり、
対応の検討が必要であ
る。

　乳児全戸訪問実
施。要フォローケース
は、再訪問等により継
続支援。
　乳幼児健診時等の
状況に応じ、家庭訪
問及び個別相談を実
施。
　必要に応じ、保育
所等とも連携し、相談
への対応等の充実を
図る。

健康増進課

4 就学援助事業

　経済的理由により
就学困難と認められ
る児童生徒に対する
学用品等の援助を行
い、保護者の負担軽
減を図る。

4

　経済的理由により就学困難と認
められる児童生徒に対する学用品
等の援助を行い、保護者の負担軽
減を図った。
≪援助内容≫
①学用品費②通学用品費③新入
学児童生徒学用品費④校外活動
費⑤修学旅行費⑥医療費
≪対象者≫
小学校471人、中学校334人

805人
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